
 

医企第 1402号  

   令和６年７月 18日  

 

各関係団体会長 様 

 

神奈川県健康医療局保健医療部医療企画課長 

                   （公  印  省  略） 

 

医療機関の開設者が変更した場合における廊下に係る構造設備 

基準の適用について（依頼） 

 

本県の保健医療行政の推進につきましては、日頃から御理解、御協力をいただ

きお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和６年７月２日付け医政総発 0702第１号で、厚生労

働省医政局総務課長から通知がありました。 

つきましては、貴会会員に周知くださいますようお願いします。 

 

 

 

 

問合せ先 

法人指導グループ 根本 

電  話  (045)210-1111 内線 4871 
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